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資料編 
町田市男女平等参画協議会 

町田市男女平等参画協議会設置要綱 
平成１１年７月１日施行 

市民部市民協働推進課 

第１ 設置 

町田市における男女平等参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

町田市男女平等参画協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

第２ 所掌事項 

協議会は、男女平等参画社会の形成の促進に関する施策その他必要な事項について協議し、その結

果を市長に報告する。 

第３ 組織 

協議会は、委員１０名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１） 学識経験者 ５名以内 

（２） 町田市内男女平等推進関係団体の代表 ２名以内 

（３） 町田市民のうちから公募したもの ３名以内 

第４ 委員の任期 

委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第５ 会長等 

１ 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

第６ 会議 

１ 協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めたときは、協議会に委員以外の者の出席を求めることができる。 

第７ 専門部会 

協議会は、専門的事項を調査、検討させるため、専門部会を置くことができる。 

第８ 庶務 

協議会及び専門部会の庶務は、市民部市民協働推進課において処理する。 

第９ 委任 

この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、１９９９年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０００年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、２００２年６月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日以後最初に委嘱された委員に対する第４の規定の適用については、第４中「２

年」とあるのは「委嘱をされた日からその翌年度の３月３１日まで」とする。 

附 則 

この要綱は、２００８年４月１日から適用する。 
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町田市男女平等参画協議会委員名簿 

  
※敬称略/区分ごと・五十音順 

氏 名 所 属 区 分 
【いしはら まさよし】 

石原 正義 
町田市介護人材開発センター長 学識経験者 

【こんどう わかな】 
近藤 わかな 

多摩総合法律事務所 弁護士 〃 

【すぎうら いくこ】 
○ 杉浦 郁子 

和光大学現代人間学部 准教授 〃 

【ひろおか もりほ】 
◎ 広岡 守穂 中央大学法学部 教授 〃 

【やまだ りゅうじ】 
山田 隆司 

やまだ社会保険労務士事務所 

社会保険労務士 
〃 

【あおしま みつひろ】 
青島 充宏 

町田商工会議所事務局長 
男女平等推進関係団体の

代表 
【よりおか えりこ】 
依岡 えり子 

森野三丁目保育園理事・園長 〃 

【きたむら のぼる】 
北村 昌 

  公募市民 

【ごとう ももえ】 
後藤 百枝 

  〃 

【やだ のぶひさ】 
矢田 信久 

  〃 

◎：委員長 ○：副委員長  

委員の任期：２０１５年７月２８日～２０１７年３月３１日 

 

町田市男女平等参画協議会の検討経過 

回 開  催  日 主  な  内  容 

１ ２０１６年 ６月 ６日 ○第３次町田市男女平等推進計画進捗状況報告 

○男女平等参画に関するアンケート調査 

２ ２０１６年 ６月２１日 ○第３次町田市男女平等推進計画進捗状況調査について 

○男女平等参画に関する国・都・民間の動向について 

３ ２０１６年 ７月１９日 ○第３次町田市男女平等推進計画進捗状況調査の確定について 

○第４次男女平等推進計画の体系案について 

４ ２０１６年 ８月１７日 ○第４次男女平等推進計画の体系案について 

○第４次男女平等推進計画の原稿について 

５ ２０１６年 ９月１２日 ○第４次男女平等推進計画の体系案について 

○第４次男女平等推進計画の原稿について 

６ ２０１６年 ９月２９日 ○第４次男女平等推進計画の原稿について 

－ ２０１６年１２月１４日 ○パブリックコメント実施（２０１７年１月１３日まで） 
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町田市男女平等推進会議 

町田市男女平等推進会議設置要綱 
平成９年５月１日施行 

市民部市民協働推進課 

改正 ２００９年４月１日 

２０１０年４月１日 

２０１１年４月１日 

２０１２年４月１日 

２０１３年７月１日 

２０１５年４月１日 

注 ２００８年１２月以降の改正沿革のみ登載 

町田市女性関係施策連絡協議会設置要綱（１９８０年８月１日実施）の全部を改正する。 

第１ 設置 

町田市の男女平等に関する施策の総合的な推進を図るため、町田市男女平等推進会議（以下「推進

会議」という。）を置く。 

第２ 所掌事項 

推進会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 男女平等に関する施策の総合調整に関すること。 

（２） 男女平等に関する施策の調査、研究及び立案に関すること。 

（３） 男女平等に関する施策の推進に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

第３ 組織 

１ 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長、副会長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

第４ 会長等 

１ 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

第５ 会議 

１ 推進会議は、必要に応じ会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の職員の出席を求めることができる。 

第６ 幹事会 

１ 推進会議に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、推進会議から付議された事項について調査、検討する。 

３ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 

４ 幹事長は、市民部市民協働推進課男女平等・消費生活担当課長の職にある者をもって充てる。 

５ 幹事は、第２項の規定により付議された事項に関係する課の課長のうちから会長が指名する者を

もって組織する。 

６ 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。 
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７ 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に幹事以外の職員の出席を求めることができる。 

第７ 専門部会 

１ 推進会議に専門部会を置く。 

２ 専門部会は、推進会議又は幹事会から付議された事項について調査、検討する。 

３ 専門部会は、前項の規定により付議された事項に関係する課の職員のうちから会長が指名する者

をもって組織する。 

４ 専門部会は、必要に応じ会長又は幹事長が招集する。 

第８ 庶務 

推進会議、幹事会及び専門部会（以下「推進会議等」という。）の庶務は、市民部市民協働推進課

において処理する。 

第９ 委任 

この要綱に定めるもののほか、推進会議等の運営について必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、１９９７年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、１９９７年１０月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、１９９８年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、１９９９年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、２０００年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、２００３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、２００４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、２００７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２００８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２００８年５月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２００９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０１１年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、２０１２年４月１日から適用する。 
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附 則 

この要綱は、２０１３年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０１５年４月１日から適用する。 

別表（第３関係） 

会長  市民部担当副市長 

副会長 市民協働推進担当部長 

委員  政策経営部長 

経営改革室長 

総務部長 

財務部長 

市民部長 

文化スポーツ振興部長 

地域福祉部長 

いきいき生活部長 

保健所長 

子ども生活部長 

経済観光部長 

環境資源部長 

建設部長 

都市づくり部長 

下水道部長 

議会事務局長 

学校教育部長 

生涯学習部長 

町田市民病院事務部長 
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町田市男女平等推進会議の検討経過 

開  催  日 主  な  内  容 

２０１６年 ４月２１日 ［第１回推進会議・幹事会・専門部会］ 

○第４次男女平等推進計画策定の趣旨等を説明 

２０１６年 ８月 ４日 ［第２回推進会議］ 

○第４次男女平等推進計画体系案の確認 

２０１６年 ８月 ［専門部会］ 

○第４次男女平等推進計画の取組調査実施 

２０１６年 ９月 ［専門部会］ 

○個別ヒアリングの実施 

２０１６年１０月１７日 ［第３回推進会議］ 

○第４次男女平等推進計画素案の確認 

２０１６年１０月１８日 ［第２回幹事会・専門部会］ 

○第４次男女平等推進計画素案の確認 
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男女平等に関する施策の国内外の主な動き 
 

 年 世  界 日  本 東京都 町田市 

 １９７５年 

（昭和５０年） 

・国際婦人年 

「国際婦人年世界会議」開

催（世界行動計画採択） 

・「義務教育諸学校等の女

子教育職員及び医療施

設、社会福祉施設等の看

護婦、保母等の育児休業

に関する法律」公布（昭和

５１年４月１日施行）女子

教育職員・看護婦・保母

等を対象 

・総理府に「婦人問題企画

推進本部」、「婦人問題企

画推進会議」、「婦人問題

担当室」設置 

  

国
連
婦
人
の
十
年 

１９７６年 

（昭和５１年） 

・「国際婦人の十年」始まる

（～１９８５年） 

・民法一部改正（離婚後の

氏の選択自由化） 

・都民生活局婦人計画課設

置 

 

１９７７年 

（昭和５２年） 

 ・「国内行動計画」策定  

・「国内行動計画前期重点

目標」発表  

  

１９７８年 

（昭和５３年） 

 ・国内行動計画第１回報告

書発表 

・東京都婦人問題会議より

「東京都行動計画策定に

当たっての基本的な考え

方と施策の方向につい

て」答申 

・「婦人問題解決のための

東京都行動計画」策定 

 

１９７９年 

（昭和５４年） 

・ニューデリーにおいて

「『国連婦人の十年世界会

議』ＥＳＣＡＰ地域政府間

準備会議」開催 

・第３４回国連総会「女子差

別撤廃条約」採択 

  ・市内婦人団体研修会開催 

１９８０年 

（昭和５５年） 

・コペンハーゲンにおいて

「国連婦人の十年中間年

世界会議」開催/「国連婦

人の十年後半期行動プ

ログラム」採択 

・初の女性大使誕生 

・民法一部改正（配偶者法

定相続分に関して） 

・「女子差別撤廃条約」署名 

 ・第１回婦人の問題を考え

るつどい開催 

・「町田市婦人の生活をよく

する連絡会」発足及び結

成 

・企画部企画課内に婦人問

題担当窓口を設置 

・「町田市婦人関係行政連

絡協議会」設置 

１９８１年 

（昭和５６年） 

・「女子差別撤廃条約」発

効 

・ILO 総会「ILO 第１５６

号条約」（男女労働者特

に家庭的責任を有する

労働者の機会均等およ

び均等待遇に関する条

約）採択 

・国内行動計画後期重点目

標発表 

  

１９８２年 

（昭和５７年） 

  ・東京都婦人問題協議会

「「国連婦人の１０年」後半

期における東京都婦人関

係施策のあり方につい

て」答申 
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 年 世  界 日  本 東京都 町田市 

国
連
婦
人
の
十
年 

１９８３年 

（昭和５８年） 

  ・婦人問題解決のための新

東京都行動計画「男女の

平等と共同参加へのとうき

ょうプラン」策定 

 

１９８４年 

（昭和５９年） 

・東京において「『国連婦人

の十年世界会議』ＥＳＣＡ

Ｐ地域政府間準備会議」

開催 

・「国籍法及び戸籍法の一

部を改正する法律」公布

（１９８５．１．１施行子の国

籍に関する父母両系主義

の採用） 

  

１９８５年 

（昭和６０年） 

・「国連婦人の十年最終年

世界会議」開催（「ナイロビ

将来戦略を採択」） 

・「国民年金法等の一部を

修正する法律」公布 

・「男女雇用機会均等法」公

布 

・「女子差別撤廃条約」批准 

・同条約発効 

・東京都婦人問題協議会

「男女平等の社会的風土

づくり」報告 

・第１２回「婦人のつどい」

開催「国際婦人の１０年最

終年を記念して」 

 １９８６年 

（昭和６１年） 

 ・「婦人問題企画推進有識

者会議」設置 

・「男女雇用機会均等法」施

行 

 ・「町田市婦人会館建設準

備懇談会」設置 

 １９８７年 

（昭和６２年） 

 ・「新国内行動計画」策定し

男女共同参加型社会形

成をめざす 

・東京都婦人問題協議会

「２１世紀へ向けての新た

な展開」報告 

・婦人会館建設準備懇談会

「町田市婦人会館建設に

ついて」報告書 

・「町田市婦人会館建設審

議会」設置 

 １９８８年 

（昭和６３年） 

 ・「農山漁村婦人の日」設定 

・「高齢者保健福祉推進十

か年戦略（ゴールドプラ

ン）」策定 

 ・婦人会館建設審議会「町

田市婦人会館建設につ

いて－基本構想－」答申 

 １９８９年 

（平成元年） 

 ・「新学習指導要領」告示 

・「法例」改正（婚姻、親子

関係等における男性優先

規定の改正） 

・東京都婦人問題協議会

「２１世紀へ向けて男女平

等の実現をめざして」報

告 

 

 １９９０年 

（平成２年） 

・国連婦人の地位委員会

「ナイロビ将来戦略勧告」

採択  

・「生涯学習の振興のため

の施策の推進体制等の

整備に関する法律」公布 

・「老人福祉法等の一部を

改正する法律」公布・在宅

サービスの法的位置づけ 

・東京都女性問題協議会

「２１世紀へ向け女性問題

解決のための新たな行動

計画について」報告 

・「町田市女性関係施策連

絡協議会」設置（婦人関

係行政連絡会議を改称） 

 １９９１年 

（平成３年） 

 ・「新国内行動計画」の第一

次改定 

・「育児休業法」公布  

・女性問題解決のための東

京都行動計画「２１世紀へ  

男女平等推進とうきょうプ

ラン」策定 

・東京都男女平等推進基金

設置 

・「町田市女性行動計画検

討委員会」設置 

 １９９２年 

（平成４年） 

 ・「育児休業法」施行 

・「農山漁村女性に関する

中長期ビジョン」策定 

・初の婦人問題担当大臣設

置 

・財団法人東京女性財団設

立 

 

 １９９３年 

（平成５年） 

・世界人権会議 

「ウィーン宣言及び行動

計画」で女性の平等の地

位と女性の人権について

採択 

・国連総会「女性に対する

暴力の撤廃に関する宣

言」採択 

・中学校での家庭科の男女

必修完全実施 

・「男女共同参画型社会づ

くりに関する推進体制の

整備について」婦人問題

企画推進本部決定 

・「短時間労働者の雇用管

理の改善等に関する法

律」（パートタイム労働法）

公布 

・東京都女性問題協議会

「都政における男女平等

施策の新たな展開に向け

て」報告 

・女性行動計画検討委員会
「男女平等参画型社会を
めざして」提言 
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 年 世  界 日  本 東京都 町田市 

 １９９４年 

（平成６年） 

・「『開発と女性』に関する第

２回アジア・太平洋大臣会

議」開催 

・国際人口・開発会議開催 

・高等学校での家庭科の男

女必修実施 

・総理府に「男女共同参画

室」「男女共同参画審議

会」設置 

・総理府に「男女共同参画

推進本部」設置 

・ＥＳＣＡＰ地域準備会議（ジ

ャカルタ）「ジャカルタ宣

言」（地域行動計画を含

む）採択 

・「今後の子育て支援のた

めの施策の基本的方向に

ついて」（エンゼルプラ

ン）策定 

・「新ゴールドプラン」策定 

・当面の緊急保育対策等を

推進するための基本的考

え方」（緊急保育対策等５

か年事業）を策定 

 ・「町田市女性行動計画ま
ちだ女性プラン－男女平
等参画型社会をめざして
－（第１次）」策定 

 １９９５年 

（平成７年） 

・「第４回世界女性会議」を

北京で開催 

・「行動綱領（北京宣言）」を

採択 

・「育児休業法」改正、「育

児・介護休業法」成立 

・ILO１５６号条約批准 

・「農業者年金法の一部を

改正する法律」公布/農

業経営に携わる配偶者

の年金加入権 

・東京ウィメンズプラザ開

館 

・女性情報・啓発誌「まち
だの女性」創刊 
・電話女性悩みごと相談
開始 

１９９６年 

（平成８年） 

・「第１５回女子差別撤廃委

員会」ニューヨークで開催  

・ジュネーブにおいて「第８３

回ＩＬＯ総会」を開催、家内

労働に関する条約及び勧

告を採択  

・ソウルにおいてＥＳＣＡＰ

主催「北京行動綱領実施

のための女性の地位向上

のためのナショナルマシ

ーナリー強化に関する地

域会議」を開催 

・法制審議会「民法改正案

要綱」答申/選択的夫婦

別氏制、離婚破綻主義採

用、非嫡出子均等相続 

・男女共同参画推進本部

は、平成７年度末におい

て国の審議会等におけ

る女性委員の登用目標

１５％を達成（１５．５％）

したことを踏まえ、新た

な数値目標を本部決定 

・「優生保護法の一部を改

正する法律」成立 

・男女共同参画審議会が、 

「男女共同参画ビジョン

－２１世紀の新たな価値

の創造―」を内閣総理大

臣に答申 

・男女共同参画推進本部

は、「男女共同参画２０００

年プラン－男女共同参

画社会の形成の促進に

関する西暦２０００年（平

成１２年度）までの国内

行動計画－」を決定 
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 年 世  界 日  本 東京都 町田市 

 １９９７年 

（平成９年） 

・「第１６回女子差別撤廃委

員会」ニューヨークにおい

て開催 

・第４１回婦人の地位委員

会」をニューヨークにおい

て開催 

・婦人少年問題審議会等

関係審議会は、「雇用の

分野における男女の均

等な機会及び待遇の確

保等のための労働省関

係法律の整備に関する

法律案要綱」について、

労働大臣に対し答申 

・労働省は「女性労働者の

能力発揮促進に関する

研究会」の検討結果であ

る「女性労働者の能力発

揮促進のための企業の

自主的取組のガイドライ

ン」を公表 

・「男女共同参画審議会設

置法」公布 

・「雇用の分野における男

女の均等な機会及び待

遇の確保等のための労

働省関係法律の整備に

関する法律」公布、募集

採用等における性差別

禁止、セクハラ防止の配

慮義務等を規定 

・「男女共同参画２０００年

プランに関する第一回

報告書」発表 

・「介護保険法」公布 

・東京都女性問題協議会

「男女が平等に参画する

まち東京」報告 

・「町田市女性行動計画 ま

ちだ女性プラン進捗状況

報告書」発行 

・市民部市民活動室男女平

等推進係に組織改正 

・町田市男女平等推進会議

設置（町田市女性関係施

策事務連絡協議会を全部

改定） 

 １９９８年 

（平成１０年） 

・「女子差別撤廃委員会」ニ

ューヨークにおいて開催 

（第１８・１９回） 

・フィリピンにおいてＡＰＥＣ

女性問題担当大臣会合開

催 

・「特定非営利活動促進

法」公布 

・「男女共同参画２０００年

プランに関する第２回報

告書」発表 

・男女共同参画審議会答

申 

・中央省庁党改革推進本

部において、内閣府に

男女共同参画を担当す

る局を設置することが承

認される 

・男女平等推進のための

東京都行動計画「男女

が平等に参画するまち

東京プラン」策定 

・「改訂版町田市女性行動

計画まちだ女性プラン－

男女平等参画型社会をめ

ざして－」策定 

 １９９９年 

（平成１１年） 

・「第２０回女子差別撤廃委

員会」ニューヨークにおい

て開催  

・「男女共同参画社会基本

法案」国会提出 

・同法成立・施行 

・「雇用の分野における男

女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法

律」改正 

・「育児・介護休業法」施行 

 ・男女平等に関する町田市

職員の意識調査実施 

・町田市男女平等推進セン

ター開設 

・市民部男女平等推進セン

ターに組織変更 
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 年 世  界 日  本 東京都 町田市 

 ２０００年 

（平成１２年） 

・国連特別総会「女性２０００

年会議：２１世紀に向けて

の男女平等・開発・平和」

ニューヨークにおいて開

催「政治宣言」および「成

果文書」採択 

・介護保険法に基づく「介

護保険制度」開始 

・「児童虐待の防止等に関

する法律」成立、施行 

・「ストーカー規制法」成

立、施行 

・男女共同参画審議会より

「女性に対する暴力に関

する基本的方策につい

て」答申 

・男女共同参画審議会より

「男女共同参画基本計

画策定に当たっての基

本的な考え方」答申、男

女共同参画社会の確立

を２１世紀の最重要課題

と位置付ける 

・答申に基づき男女共同

参画室が「男女共同参

画基本計画」を策定 

・「東京都男女平等参画基

本条例」成立、施行 

・専門面接相談開始 

・「改訂版町田市女性行動

計画まちだ女性プラン－

男女平等参画型社会を

めざして－進捗状況報告

書」発行 

・町田市男女平等推進セン

ター運営委員会設置 

・男女平等推進のためのシ

ンボルマークを決定 

 ２００１年 

（平成１３年） 

 ・「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に

関する法律」公布、施行 

・男女共同参画会議専門

調査会より「仕事と子育

ての両立支援策につい

て」報告 

・「改正育児・介護休業法」

成立 

・児童福祉法一部改正 

・東京都男女平等参画審

議会「男女平等参画の

ための東京都行動計画

の基本的考え方」中間の

まとめ、答申 

・町田市男女平等参画懇談

会「町田市第２次女性行

動計画(男女平等推進計

画)策定に当たっての基

本的な考え方」報告 

・男女平等参画都市宣言 

・第１回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・男女平等推進情報紙「男

女平等推進センターだよ

り」創刊 

・町田市男女平等に関する

アンケート調査実施 

 ２００２年 

（平成１４年） 

 ・「改正育児・介護休業法」

施行。看護休暇制度導

入の努力義務、短時間

勤務、フレックスタイム制

度の対象拡大など 

 

・「男女平等参画のための
東京都行動計画 －チャ
ンス＆サポート東京プラ
ン２００２」策定 

・第２回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・「町田市男女平等推進計

画（第２次）」策定 

・町田市男女平等参画協議

会設置 

 ２００３年 

（平成１５年） 

 ・男女共同参画推進本部

｢女性のチャレンジ支援

策の推進について｣決定 

 ・第３回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

 ２００４年 

（平成１６年） 

 ・「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に

関する法律」の改正及び

同法に基づく基本方針

の策定 

･東京都男女平等参画審

議会調査審議報告「配

偶者暴力に関する被害

実態の把握・分析及び

対策について」 

・第４回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

 ２００５年 

（平成１７年） 

・第４９回国連婦人の地位委

員会／「北京＋１０」閣僚級

会合開催（ニューヨーク）  

・男女共同参画会議「男女

共同参画社会の形成の促

進に関する施策の基本的

な方向について」答申 
・「男女共同参画基本計
画（第２次）」成立 

 ・第５回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・「町田市男女平等推進計

画（用語改訂版）」発行 

・町田市男女平等に関する

アンケート調査実施 
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 年 世  界 日  本 東京都 町田市 

 ２００６年 

（平成１８年） 

 ・「男女共同参画基本計

画（第２次）」スタート 

･「東京都配偶者暴力対策

基本計画」策定 

･東京都男女平等参画審

議会答申「男女平等参

画のための東京都行動

計画の改定にあたって

の基本的考え方につい

て」 

・第６回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・「男女平等に関するアン

ケート調査報告書」発行 

 ２００７年 

（平成１９年） 

 ・「改正育児・介護休業

法」施行、対象労働者

の範囲の拡大、育児休

業対象期間の延長、取

得回数制限の緩和など 

・「改正男女雇用機会均

等法」施行、男女双方

に対する差別や間接

差別、妊娠・出産など

を理由とする不利益な

取り扱いの禁止など 

・「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に

関する法律」の改正 

・「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）憲

章」・「仕事と生活の調和

推進のための行動指

針」策定 

・「男女平等参画のための

東京都行動計画」の改

定「チャンス＆サポート

東京プラン２００７」 

・第７回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・「町田市男女平等推進計

画進捗状況調査報告書

－２００５年度・２００６年度

－」発行 

・《女性悩みごと相談業務》

委託化。インセンティブ

予算獲得。 

・《女性悩みごと相談》土曜

日の電話相談開設 

・「町田市男女平等推進計

画 改訂版」策定 

 ２００８年 

（平成２０年） 

 ・「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に

関する法律」施行 

・「次世代育成支援対策推

進法」改正 

 ・市制５０周年記念第８回ま

ちだ男女平等フェスティ

バル開催 

・市民部市民協働推進課男

女平等推進センターに組

織改正 

・「町田市男女平等推進計

画  改訂版（第２版）」発

行 

 ２００９年 

（平成２１年） 

  ･「東京都配偶者暴力対策

基本計画」の改定 

・第９回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・第１回仕事と家庭の両立

推進企業賞表彰 

 ２０１０年 

（平成２２年） 

・第５４回国連婦人の地位委

員会／「北京＋１５」開催

（ニューヨーク） 

・「第３次男女共同参画基

本計画」策定 

・「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）憲

章」・「仕事と生活の調和

推進のための行動指

針」改定 

 ・第１０回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・第２回仕事と家庭の両立

推進企業賞表彰 

・町田市男女平等に関する

アンケート調査実施 

 ２０１１年 

（平成２３年） 

・ジェンダー平等と女性の

エンパワーメントのための

国際機関（UN Women）発

足 

  ・「男女平等参画に関する

アンケート調査報告書」

発行 

・第１１回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・第３回仕事と家庭の両立

推進企業賞表彰 

・男女平等参画都市宣言１０

周年記念事業実施 

・男女平等推進計画策定検

討委員会設置 
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 年 世  界 日  本 東京都 町田市 

 ２０１２年 

（平成２４年） 

  ・「男女平等参画のための

東京都行動計画」の改

定「チャンス＆サポート

東京プラン２０１２」 

･「東京都配偶者暴力対策

基本計画」の改定 

・第１２回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・第４回仕事と家庭の両立

推進企業賞表彰 

・《女性悩みごと相談》面接

相談を拡充 

・多目的実習室、活動室を

一般利用開始（条例一部

改正。登録団体は減免を

適用）施設予約システム

併用 

 ２０１３年 

（平成２５年） 

 ・「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等

に関する法律」の一部改

正 

 ・第１３回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・第５回仕事と家庭の両立

推進企業賞表彰 

・「第３次町田市男女平等

推進計画」策定 

 ２０１４年 

（平成２６年） 

 ・すべての女性が輝く社

会づくり本部の設置 

・「すべての女性が輝く政

策パッケージ」策定 

・「仕事と介護の両立支

援」のポータルサイト開

設 

 ・第１４回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・第６回仕事と家庭の両立

推進企業賞表彰 

・「町田市内企業実態調査

報告書」発行 

 ２０１５年 

（平成２７年） 

・第５９回国連婦人の地位委

員会（「北京＋２０」記念会

合）（ニューヨーク） 

・「女性のチャレンジ応援プ

ラン」策定 

・「第４次男女共同参画基本

計画」策定 

・「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法

律」公布 

 ・第１５回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・第７回仕事と家庭の両立

推進企業賞表彰 

 

 ２０１６年 

（平成２８年） 

  ・「東京都女性活躍推進白

書」策定 

・第１６回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・第８回仕事と家庭の両立

推進企業賞表彰 

・町田市男女平等に関する

アンケート調査実施 

 ２０１７年 

（平成２９年） 

   ・第１７回まちだ男女平等フ

ェスティバル開催 

・第９回仕事と家庭の両立

推進企業賞表彰 

・「第４次町田市男女平等

推進計画」策定 

・「男女平等参画に関する

アンケート調査報告書」

発行 
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関連法令 
 

 

 

（昭和 21 年 11 月 3 日 公布  

昭和 22 年 5 月 3 日 施行） 

 

（基本的人権の享有） 

第１１条 国民は、すべての基本的人権の享有を

妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的

人権は、侵すことのできない永久の権利として、

現在及び将来の国民に与へられる。 

 

（個人の尊重と公共の福祉） 

第１３条 すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利につ

いては、公共の福祉に反しない限り、立法その他

の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

 

（法の下の平等） 

第１４条 すべて国民は、法の下に平等であって、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別さ

れない。 

（２、３項略） 

 

（家族生活における個人の尊厳と両性の平等） 

第２４条 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成

立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし

て、相互の協力により、維持されなければならな

い。 

 

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、

離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項

に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的

平等に立脚して、制定されなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本国憲法（抄） 
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（平成十一年法律第七十八号） 

 

目次  

前文  

第一章 総則（第一条―第十二条）  

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的施策（第十三条―第二十条） 

第三章 男女共同参画審議会（第二十一条―第二十

六条） 

附則  

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつ

つ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化

等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任

も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会

の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の

実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課

題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図

っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本

理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の

形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。 

 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社

会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参

画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにするととも

に、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、男女共同参画

社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目

的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。  

 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会

の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受す

ることができ、かつ、共に責任を担うべき社

会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置  前号に規定する機会

に係る男女間の格差を改善するため必要な

範囲内において、男女のいずれか一方に対し、

当該機会を積極的に提供することをいう。  

 

（男女の人権の尊重）  

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人と

しての尊厳が重んぜられること、男女が性別による

差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能

力を発揮する機会が確保されることその他の男女の

人権が尊重されることを旨として、行われなければ

ならない。 

 

 

男女共同参画社会基本法 
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（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社

会における制度又は慣行が、性別による固定的な役

割分担等を反映して、男女の社会における活動の選

択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男

女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれ

があることにかんがみ、社会における制度又は慣行

が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影

響をできる限り中立なものとするように配慮されな

ければならない。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会

の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体に

おける政策又は民間の団体における方針の立案及び

決定に共同して参画する機会が確保されることを旨

として、行われなければならない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成す

る男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動につ

いて家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、

当該活動以外の活動を行うことができるようにする

ことを旨として、行われなければならない。 

 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会

における取組と密接な関係を有していることにかん

がみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下

に行われなければならない。 

 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共

同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以

下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有

する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男

女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準

じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特

性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。 

 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の

社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなけ

ればならない。 

 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社

会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての報告を提出し

なければならない。 

 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画

社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにし

た文書を作成し、これを国会に提出しなければなら

ない。 

 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的施策 

 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計

画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定め

なければならない。 
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２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項  

 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴

いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。  

 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画

を公表しなければならない。 

 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更

について準用する。 

 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘

案して、当該都道府県の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な

計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）

を定めなければならない。 

 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。  

 

一 都道府県の区域において総合的かつ長

期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区

域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県

男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参

画計画」という。）を定めるように努めなければなら

ない。 

 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画

計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形

成に配慮しなければならない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通

じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適

切な措置を講じなければならない。 

 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦

情の処理のために必要な措置及び性別による差別的

取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する

要因によって人権が侵害された場合における被害者

の救済を図るために必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究

その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の策定に必要な調査研究を推進するように努める

ものとする。 

 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的
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協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関と

の情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関す

る国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要

な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体

が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動

を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を

講ずるように努めるものとする。 

 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会

議」という。）を置く。  

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三

条第三項に規定する事項を処理すること。  

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大

臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な方

針、基本的な政策及び重要事項を調査審議

すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審

議し、必要があると認めるときは、内閣総

理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べ

ること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の実施状況を監視し、

及び政府の施策が男女共同参画社会の形成

に及ぼす影響を調査し、必要があると認め

るときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。  

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内を

もって組織する。  

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちか

ら、内閣総理大臣が指定する者  

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた

識見を有する者のうちから、内閣総理大臣

が任命する者 

 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員

の総数の十分の五未満であってはならない。  

 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一

方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分

の四未満であってはならない。  

 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二

年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることが

できる。  

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するため

に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に

対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提
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出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必

要があると認めるときは、前項に規定する者以外の

者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組

織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事

項は、政令で定める。  

 

附 則（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律

第七号）は、廃止する。  

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律

（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

 

    （施行の日＝平成十三年一月六日）  

一 略  

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四

条第三項、第二十三条、第二十八条並びに

第三十条の規定 公布の日  

 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次

に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員そ

の他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）

の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定

めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に

満了する。 

 

一から十まで 略  

十一 男女共同参画審議会  

 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。  

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十

号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、

平成十三年一月六日から施行する。 

（以下略） 
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目次  

 前文  

 第一章 総則（第一条―第七条）  

 第二章 基本的施策（第八条―第十一条）  

 第三章 男女平等参画の促進（第十二条・第十三

条）  

 第四章 性別による権利侵害の禁止（第十四条）  

 第五章 東京都男女平等参画審議会（第十五条―

第十九条）  

 附則  

 

 

男性と女性は、人として平等な存在である。男女

は、互いの違いを認めつつ、個人の人権を尊重しな

ければならない。  

東京都は、男女平等施策について、国際社会や国

内の動向と協調しつつ、積極的に推進してきた。長

年の取組により男女平等は前進してきているものの、

今なお一方の性に偏った影響を及ぼす制度や慣行な

どが存在している。  

本格的な少子高齢社会を迎え、東京が今後も活力

ある都市として発展するためには、家庭生活におい

ても、社会生活においても、男女を問わず一人一人

に、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保さ

れていることが重要である。男女が社会の対等な構

成員として社会のあらゆる分野の活動に共に参画す

ることにより、真に調和のとれた豊かな社会が形成

されるのである。  

すべての都民が、性別にかかわりなく個人として

尊重され、男女が対等な立場であらゆる活動に共に

参画し、責任を分かち合う男女平等参画社会の実現

を目指し、ここに、この条例を制定する。  

 

 

 

   第一章 総則 

 

（目的）  

第一条 この条例は、男女平等参画の促進に関し、

基本理念並びに東京都（以下「都」という。）、都民

及び事業者の責務を明らかにするとともに、都の施

策の基本的事項を定めることにより、男女平等参画

の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下

「男女平等参画施策」という。）を総合的かつ効果的

に推進し、もって男女平等参画社会を実現すること

を目的とする。  

 

（定義）  

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

 

一 男女平等参画 男女が、性別にかかわり

なく個人として尊重され、及び一人一人にそ

の個性と能力を発揮する機会が確保される

ことにより対等な立場で社会のあらゆる分

野における活動に共に参画し、責任を分かち

合うことをいう。  

二 積極的改善措置 社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会についての男

女間の格差を改善するため、必要な範囲にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会

を積極的に提供することをいう。  

三 セクシュアル・ハラスメント 性的な言

動により当該言動を受けた個人の生活の環

境を害すること又は性的な言動を受けた個

人の対応により当該個人に不利益を与える

ことをいう。  

 

（基本理念）  

第三条 男女平等参画は、次に掲げる男女平等参画

社会を基本理念として促進されなければならない。  

東京都男女平等参画基本条例 
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一 男女が、性別により差別されることなく、

その人権が尊重される社会  

二 男女一人一人が、自立した個人としてそ

の能力を十分に発揮し、固定的な役割を強制

されることなく、自己の意思と責任により多

様な生き方を選択することができる社会  

三 男女が、子の養育、家族の介護その他の

家庭生活における活動及び政治、経済、地域

その他の社会生活における活動に対等な立

場で参画し、責任を分かち合う社会  

 

（都の責務）  

第四条 都は、総合的な男女平等参画施策を策定し、

及び実施する責務を有する。  

 

２ 都は、男女平等参画施策を推進するに当たり、

都民、事業者、国及び区市町村（特別区及び市町村

をいう。以下同じ。）と相互に連携と協力を図ること

ができるよう努めるものとする。  

 

（都民の責務）  

第五条 都民は、男女平等参画社会について理解を

深め、男女平等参画の促進に努めなければならない。  

 

２ 都民は、都が行う男女平等参画施策に協力する

よう努めなければならない。  

 

（事業者の責務）  

第六条 事業者は、その事業活動に関し、男女平等

参画の促進に努めなければならない。  

 

２ 事業者は、都が行う男女平等参画施策に協力す

るよう努めなければならない。  

 

（都民等の申出）  

第七条 都民及び事業者は、男女平等参画を阻害す

ると認められること又は男女平等参画に必要と認め

られることがあるときは、知事に申し出ることがで

きる。  

 

２ 知事は、前項の申出を受けたときは、男女平等

参画に資するよう適切に対応するものとする。  

 

   第二章 基本的施策 

 

（行動計画）  

第八条 知事は、男女平等参画の促進に関する都の

施策並びに都民及び事業者の取組を総合的かつ計画

的に推進するための行動計画（以下「行動計画」と

いう。）を策定するものとする。  

 

２ 知事は、行動計画を策定するに当たっては、都

民及び事業者の意見を反映することができるよう、

適切な措置をとるものとする。  

 

３ 知事は、行動計画を策定するに当たっては、あ

らかじめ東京都男女平等参画審議会及び区市町村の

長の意見を聴かなければならない。  

 

４ 知事は、行動計画を策定したときは、これを公

表しなければならない。  

 

５ 前三項の規定は、行動計画の変更について準用

する。  

 

（情報の収集及び分析）  

第九条 都は、男女平等参画施策を効果的に推進し

ていくため、男女平等参画に関する情報の収集及び

分析を行うものとする。  

 

（普及広報）  

第十条 都は、都民及び事業者の男女平等参画社会

についての理解を促進するために必要な普及広報活

動に努めるものとする。  

 

（年次報告）  

第十一条 知事は、男女平等参画施策の総合的な推

進に資するため、男女平等参画の状況、男女平等参

画施策の実施状況等について、年次報告を作成し、
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公表するものとする。  

 

   第三章 男女平等参画の促進  

 

（決定過程への参画の促進に向けた支援）  

第十二条 都は、国若しくは地方公共団体における

政策又は民間の団体における方針の決定過程への男

女平等参画を促進するための活動に対して、情報の

提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。  

 

（雇用の分野における男女平等参画の促進）  

第十三条 事業者は、雇用の分野において、男女平

等参画を促進する責務を有する。  

 

２ 知事は、男女平等参画の促進に必要と認める場

合、事業者に対し、雇用の分野における男女の参画

状況について報告を求めることができる。  

 

３ 知事は、前項の報告により把握した男女の参画

状況について公表するものとする。  

 

４ 知事は、第二項の報告に基づき、事業者に対し、

助言等を行うことができる。  

 

   第四章 性別による権利侵害の禁止  

 

第十四条 何人も、あらゆる場において、性別によ

る差別的取扱いをしてはならない。  

 

２ 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・

ハラスメントを行ってはならない。  

 

３ 家庭内等において、配偶者等に対する身体的又

は精神的な苦痛を著しく与える暴力的行為は、これ

を行ってはならない。  

 

 

 

 

   第五章 東京都男女平等参画審議会  

 

（設置）  

第十五条 行動計画その他男女平等参画に関する重

要事項を調査審議するため、知事の附属機関として

東京都男女平等参画審議会（以下「審議会」という。）

を置く。  

 

（組織）  

第十六条 審議会は、知事が任命する委員二十五人

以内をもって組織する。  

 

２ 委員は、男女いずれか一方の性が委員総数の四

割未満とならないように選任しなければならない。  

 

（専門委員）  

第十七条 専門の事項を調査するため必要があると

きは、審議会に専門委員を置くことができる。  

 

（委員の任期）  

第十八条 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨

げない。  

 

２ 専門委員の任期は、専門の事項に関する調査が

終了するまでとする。  

 

（運営事項の委任）  

第十九条 この章に規定するもののほか、審議会の

組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。   

 

   附 則  

 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 
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用語説明 
 

■ＮＰＯ 

Ｎｏｎ－Ｐｒｏｆｉｔ－Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎの略称です。非営利の市民団体のことで、

ボランティア活動などの社会貢献活動を行う営利を目的としない団体の総称です。 

 

■エンパワーメント 

力（パワー）をつけることの意です。女性のエンパワーメントは、女性が自分自身の生活と人

生を決定する権利と能力を持ち、様々なレベルの意思決定過程に参画し、社会的・経済的・政治

的な状況を変えていく力を持つことを意味します。 

 

■ジェンダー 

人間には生まれついての生物学的性別（セックス／ｓｅｘ）があります。一方、社会通念や慣

習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」「女性像」があり、このような男性、女性

の別を「社会的性別」（ジェンダー／ｇｅｎｄｅｒ）と言います。「社会的性別」は、それ自体に

良い、悪いという価値を含むものではなく、国際的にも使われています。 

 

■ストーカー 

特定の人に対して好意または怨恨を抱いてつきまとう行為です。「ストーカー行為等の規制等

に関する法律（ストーカー規制法）」により、ストーカー行為は犯罪と定められています。 

 

■性的指向・性自認 

性的指向とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、具体的には、

恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指し

ます。 

性自認とは、心の性別です。身体が男であろうと女であろうと関係なく、自分の“性別”をど

のように“自認”しているかということです。この性自認と身体の性別の差が大きい人達が性同

一性障害と呼ばれています。 

 

■男女共同参画社会基本法 

男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を

明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成１１

年６月２３日法律第７８号として、公布、施行されました。 

 

■ナイロビ戦略 

正式には｢西暦２０００年に向けての婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略｣。３７２項目

からなる２０００年に向けて達成すべき課題の方向性を示したものです。将来戦略は、序章、Ⅰ

平等、Ⅱ発展、Ⅲ平和、Ⅳ特殊な状況の婦人、Ⅴ国際及び地域協力の６章から構成されています。 
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■ハラスメント 

いろいろな場面での「嫌がらせ、いじめ」を言います。その種類は様々ですが、他者に対する

発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を

与えたり、脅威を与えることを指します。 

 

■ＰＤＣＡサイクル 

Ｐｌａｎ（計画）→Ｄｏ（実行）→Ｃｈｅｃｋ（評価）→Ａｃｔｉｏｎ（改善）を繰り返すこ

とで、計画や施策を改善していく手法です。 

 

■ポジティブ・アクション（積極的改善措置） 

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を

改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する

ことです（男女共同参画社会基本法第２条）。 

 



 

 

 


